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  出産・育児のため休業をする従業員の方へ 

出産育児に関する給付金等について 

出産育児関連の給付金には次の種類があります。 

① 出産手当金 

② 出産育児一時金（又は出産育児一時金事前申請） 

③ 育児休業基本給付金（延長） 

④ 育児休業者職場復帰金 

 

社会保険の給付等について 

① 出産手当金…出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から、出産日後56
日までの間で出産のために仕事を休み、給料を受けられないとき欠勤一日につき標準報酬

日額の2/3の額が支給されます。 

② 出産育児一時金…一児ごとに35万円支給されます。 
※ 出産育児一時金の事前申請…医療機関を受け取り代理人として出産育児一時金を受け取り

 ます。実際の分娩の費用が35万円以上の場合には差額を被保険者が負担し、35万円未 

 満なら差額が支払われます。（出産予定日まで1か月以内にご自身で申請してください） 

◆社会保険料の免除について…産前産後休業期間は免除になりません。 

 育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等を終了した日(原則1年間)の翌日が属

 する月の前月迄の期間は社会保険料が免除になります。 

社会保険料を翌月控除している場合の例  

育児休業開始が5/5とすると、5月分の社会保険料から免除になります。6月のお給料日から控除がありません。 
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